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刑法
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び

処罰並びに児童の保護等に関する法律

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された

性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

第182条 第2条 第2条

３　十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる

行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)

を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者

が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑

又は五十万円以下の罰金に処する。

一　性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信するこ

と。

二　前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部（陰茎を除く。）又は

物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位（性器若しくは肛門若しくはこれ

らの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。）を触り又

は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を

送信すること。

３　この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同

じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の

姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一　児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿

態

二　他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る

児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三　衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な

部位（性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は

強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円

以下の罰金に処する。

一　正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等（以下「性的姿態

等」という。）のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多

数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除い

たもの（以下「対象性的姿態等」という。）撮影する行為

イ　人の性的な部位（性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん

部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。）又は人が身に着けている下着

（通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限

る。）のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ　イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等（刑法（明治四十年法

律第四十五号）第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。）がされている

間における人の姿態

第7条

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者（自己の意思に基

づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認めら

れる者に限る。）は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の

性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態

を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的

記録を保管した者（自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、

当該者であることが明らかに認められる者に限る。）も、同様とする。

○刑法

第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類す

る行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うす

ることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門

性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部（陰茎を除く。）若しく

は物を挿入する行為であってわいせつなもの（以下この条及び第百七十九

条第二項において「性交等」という。）をした者は、婚姻関係の有無にか

かわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。


